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規

則

大
分
県
県
有
財
産
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

衛
生
関
係
使
用
料
及
び
手
数
料
徴
収
取
扱
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

計
量
関
係
検
査
手
数
料
等
徴
収
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
会
計
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

〇
規

則

大
分
県
県
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
九
十
四
号

大
分
県
県
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
県
有
財
産
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
十
五
条
の
二
中
「
第
四
条
第
二
項
」
を
「
第
四
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

衛
生
関
係
使
用
料
及
び
手
数
料
徴
収
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
九
十
五
号

衛
生
関
係
使
用
料
及
び
手
数
料
徴
収
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

衛
生
関
係
使
用
料
及
び
手
数
料
徴
収
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
大
分
県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
四
条
第
二
項
」
を
「
第
四
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

計
量
関
係
検
査
手
数
料
等
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
九
十
六
号

計
量
関
係
検
査
手
数
料
等
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

計
量
関
係
検
査
手
数
料
等
徴
収
規
則
（
平
成
十
二
年
大
分
県
規
則
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
四
条
第
二
項
」
を
「
第
四
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
若
し
く
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
九
十
七
号

大
分
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
会
計
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
大
分
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
五
条
の
二
の
見
出
し
中
「
指
定
代
理
納
付
者
」
を
「
指
定
納
付
受
託
者
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第

二
百
三
十
一
条
の
二
第
六
項
の
」
を
「
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
」
に
、
「
指
定
代

理
納
付
者
」
を
「
指
定
納
付
受
託
者
」
に
、
「
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
」
を
「
納
付
事
務
」
に
改
め
る
。

第
六
十
五
条
第
十
号
中
「
指
定
代
理
納
付
者
」
を
「
指
定
納
付
受
託
者
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
「
東
京
都
中
央
区
」
を
「
東
京
都
千
代
田
区
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
の
改
正
規
定
は
、
令
和
三

目

次

令

和

三

年

（ 金 曜 日 ）

号

外

七
四

十
二
月
十
七

日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
佐
伯
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日

一



年
十
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
に
お
い
て
現
に
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
七

号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十

一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県

会
計
規
則
第
三
十
五
条
の
二
及
び
第
六
十
五
条
第
十
号
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
規
則
第
三
十
五
条
の
二
中
「
地
方
自
治
法
」
と
あ
る
の
は
、
「
地
方
税
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
七
号
）
附
則
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法
」
と
す
る
。

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日

二


